
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制 令和3年3月31日現在

（正職員1名） （正職員2名）

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R2年度 17,195 21,485 21,456 22,207 21,964 16,706 26,799 23,575 14,690 11,927 17,378 20,331 235,713

R1年度 30,272 45,554 50,590 29,387 43,765 39,473 32,547 30,905 19,053 19,345 19,953 21,034 381,878

増　減 -13,077 -24,069 -29,134 -7,180 -21,801 -22,767 -5,748 -7,330 -4,363 -7,418 -2,575 -703 -146,165

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R2年度 62 133 395 489 491 443 630 1,877 425 427 468 589 6,429

R1年度 568 795 643 842 1,148 574 1,189 1,785 567 582 642 300 9,635

増　減 -506 -662 -248 -353 -657 -131 -559 92 -142 -155 -174 289 -3,206

施設所管課名生活環境部緑豊かな自然課 連絡先 ０８５７－２６－７３６９

指定管理者名（一財）鳥取県観光事業団・(株）チュウブ共同企業体 指定期間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和２年度業務)
令和３年８月４日

施　設　名 東郷湖羽合臨海公園（引地地区を除く。） 所在地
東伯郡湯梨浜町
　藤津、浅津、長瀬、南谷、宇野、長和田

利用料金 別紙のとおり

開館時間

午前9時～午後10時
ただし、テニスコート（夜間照明のないもの）については
　　・4月 ～9月　 午前9時から午後7時まで
　　・10月～3月   午前9時から午後6時まで

休館日
・毎月第3火曜日（祝祭日の場合はその直後の休日でない日）
・12月29日から1月3日まで
・７～８月は休園日無し

設置目的 広域公園として、県民のレクリェーション活動の振興を図ることにより、県民の心身の健康増進を図ることを目的とする。

設置年月日 昭和５４年１０月

施設内容
敷地面積：５４．３ha
主な施設：あやめ池スポーツセンター、東郷湖カヌーセンター、屋根のある多目的広場（夢広場）、テニスコート、ゲート
ボール場、催物広場、多目的広場、芝広場、ピクニック広場など

植栽管理（非常勤職員5名）

利用者数
(人)

利用料金
収入

(千円)

委託業務の
内容

・施設設備の維持管理に関する業務（保守管理、修繕、清掃、警備、施設（遊具含む。）点検等）
・利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
・利用者の受付、利用指導、備品の貸出し、利用案内、利用促進、利用者サービスの提供
・園内の芝、樹木、花壇等の維持管理業務（公園づくりを含む。）
・入園者の楽しめるイベント、体験学習事業など県民参画事業の実施
・健康スポーツ・体力づくり推進事業の実施

管理体制

正職員:３名、準職員1名、臨時職員６名、非常勤職員：１２名　〔 計２２名 〕

　　園長 副園長・主幹 スポーツ指導（準職員1名）

受付（臨時職員1名）

施設管理（臨時職員5名、非常勤職員2名）

受付〔夜間含〕（非常勤職員５名）



５ 収支の状況

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

区　　　　　分 Ｒ２年度 Ｒ１年度 増　　減

手数料収入 3,593,014 3,963,623 △ 370,609

売店営業収入 0

収入

事業収入

使用料収入 6,428,568 9,636,475 △ 3,207,907

参加料収入 640,400 1,243,700 △ 603,300

小　計 10,661,982 14,843,798 △ 4,181,816

事業外収入

県委託料 127,567,000 125,552,078 2,014,922

県受託収入

小　計 128,081,941 125,561,777 2,520,164

計 138,743,923 140,405,575 △ 1,661,652

0

雑収入 514,941 9,699 505,242

0

本部負担金 0

480,908 3,018,954 △ 2,538,046

売店営業費 0

集客促進費

確認項目
状況

備考
正職員 非常勤職員 準・臨時職員

計 120,157,251 125,479,460 △ 5,322,209

収　支　差　額 18,586,672 14,926,115

支出

職員人件費 44,157,401 43,922,297 235,104

施設管理費 75,518,942 78,538,209 △ 3,019,267

県受託事業費

※常時１０人以上の労
働者を起床する場合は
作成、届出が必要

労使協定の締結状況 ３６協定 ３６協定 ３６協定
※労働基準監督署長へ
の届出が必要な協定の
有無

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 就業規則による 労働条件通知書 労働条件通知書 ※書面の名称を記入

就業規則の作成状況（観
光事業団取扱要領）

○ ○ ○

※タイムカード、ICカー
ド、自己申告、使用者の
現認などの別を記入

休暇、休日の状況

休暇：２～２０日
休日：土日・国民の祝
日日数、年末年始（５
日）

休暇：２～２０日
休日：土日・国民の祝日
日数、年末年始（５日）

休暇：２～２０日
休日：土日・国民の祝日
日数、年末年始（５日）

※幅がある場合は上
限、下限を記入

労働時間

所定労働時間
８時間／日

４０時間／週
４～８時間／日
４０時間／週

８時間／日
４０時間／週

※幅がある場合は上
限、下限を記入

時間管理の手法 自己申告 自己申告 自己申告

※適否を記入

支払い遅延等の有無 無 無 無 ※有無を記入

給与

給与金額 ３６６，８３６円 ９６，７８０円 １５３，４５８円 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 適 適 適

衛生管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推
進者）の選任

選任の要否：要　　　選任状況：選任（H28年度取得） ※業種・規模の要件あり

安全衛生

一般健康診断の実施 年１回実施

産業医の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※業種・規模の要件あり



○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

７ サービスの向上に向けた取組み

（１）集客イベント

（２）体験学習イベント

（３）環境保全イベント

（４）健康スポーツイベント

８ 利用者意見への対応

　

種別 業種 規模（常時使用する労働者数）
産業医 全ての業種 　　　　50人以上

3,001人以上（６人選任）
安全衛生推進者 安全管理者と同じ 10人以上50人未満
衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種 10人以上50人未満

安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工
業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信
業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各
種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売
業、旅館業、コルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

50人以上

衛生管理者 全ての業種

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）
501人～1,000人（３人選任）
1,001人～2,000人（４人選任）
2,001人～3,000人（５人選任）

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

春のメダカボランティア メダカ池の清掃等の奉仕活動を実施した。メダカの棲みやすい環境づくりのため、草刈り等整備を行った。

おさかな教室 池に棲む魚等を捕獲し、生態など学習することで水辺の生き物について考える。

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

ウインターイルミネーション イルミネーションにより、あやめ池公園の魅力向上を図った。

シニア健康運動教室 軽運動で日ごろの運動不足を解消し身体のバランスを整えるシニアを対象にした教室を開催した。

スポーツ教室 ノルディック・ウォーク、ラージボール卓球・バドミントン教室やニュースポーツのターゲットバードゴルフ教室など、楽
しみながら身体を動かすとともに交流の場を提供した。

鳥取県小学生・中学生カヌー
大会

カヌー競技の普及を図るため、鳥取県カヌー協会の共同事業を開催

レディスポーツ教室 育児でなかなか運動できないお母さんの運動不足、ストレス解消などを目的にヨガなどの軽い運動を行った。

健康ボクシング・ヨガ教室 運動不足、ストレス解消のため、身体全体を動かせるスポーツ教室を開催した。

コロナウイルスの影響により開催なし

イベント名 取　　組　　み　　内　　容

利用者意見
の把握方法

・施設窓口での意見受付・各スポーツ教室、イベント参加者へ聴き取り
・ホームページでの意見受付
・施設内に設置する意見箱

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

体育館が暑すぎる。 業務の参考にします。

トレーニングルームを早期再開してほし
い。

担当課と協議します。

　利用者からの積極的な評価

特になし



９ 指定管理者による自己点検

〇あやめ池ウィンターイルミネーション
　・無料なので良い。
　・去年とは違うコーナーがあり、毎年楽しませてもらっている。

　利用者からの積極的な評価

〇各種教室
　・普段体を動かす機会が少ないのでありがたい。
　・レディスポ教室は託児があり、その時間運動ができて良い。

〇東郷池健康散策ウォーキング
　・東郷池一周コースは景色を満喫できて楽しい。

〇花と緑のフェア
　・花菖蒲、スイレンがキレイだった。
　・PRが足りない。
　・遊びのコーナーが良かった。子供が楽しんでいた。

〇夏休みおもしろ科学教室
　・光の不思議な現象が楽しかった。
　・テレビで見たことのある液体窒素の実験が体験できて、良かった。

〇東郷湖羽合臨海公園感謝祭
　・子供が遊べる縁日コーナーがあり、助かった。楽しかった。
　・はずれ無しの抽選会が良かった。特賞があたり、来てよかった。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

○魅力ある公園づくり
　・公園の持つ素材を最大限に活かせるような公園作り、各地区毎の立地や景観に配慮した公園づくりを行った。
　・共同企業体との連携を強化し、景観を損なうことのないよう維持管理に努めた。
　・中高木については枝枯れ、枝伸びに注意し、早めの剪定・整枝を図った。
　
○安全・安心な公園づくり
　・老朽化した公園設備等を積極的に修繕し、利用環境の整備に取り組んだ。
　・公園の管理運営で最も重要な安全・安心を中心とした維持管理を行った。
　・遊具点検については、点検・パトロールを強化し、不具合が生じれば早急に対応し修繕を施した。

○来園者のニーズに沿ったイベント開催や、地域への貢献
　･毎週行っている各種スポーツ教室は好評で、安定した集客数がある。
 ・フェイスブックを活用し、SNSでの情報発信に努めている。

○健康スポーツ及び体力づくりの推進
　・健康スポーツ教室
　・ノルディックウォーク教室
　・ヨガ教室
　・健康ボクシング教室
　・レディーススポーツ教室
　・健康運動（シニア）教室

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

〔現在、苦慮している事項〕
　○施設の老朽化に伴う修繕箇所の増加
　○遊具の劣化による使用禁止箇所の増加
　○あやめ池公園の冠水対策
〔今後、改善、工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項〕
　○臨海公園周辺の植栽
　〇安全・安心を中心とした維持管理
　〇遊具の腐食、劣化の対応
　〇燕趙園、観光事業団各施設との連携イベントの実施
　〇鳥取県、湯梨浜町、周辺地域との連携



９ 指定管理者による自己点検

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

○魅力ある公園づくり
　・公園の持つ素材を最大限に活かせるような公園作り、各地区毎の立地や景観に配慮した公園づくりを行った。
　・共同企業体との連携を強化し、景観を損なうことのないよう維持管理に努めた。
　・中高木については枝枯れ、枝伸びに注意し、早めの剪定・整枝を図った。
　
○安全・安心な公園づくり
　・老朽化した公園設備等を積極的に修繕し、利用環境の整備に取り組んだ。
　・公園の管理運営で最も重要な安全・安心を中心とした維持管理を行った。
　・遊具点検については、点検・パトロールを強化し、不具合が生じれば早急に対応し修繕を施した。

○来園者のニーズに沿ったイベント開催や、地域への貢献
　･毎週行っている各種スポーツ教室は好評で、安定した集客数がある。
　･造園建設業協会との連携ｲﾍﾞﾝﾄ「花と緑のフェア」は、見頃となった花菖蒲の案内と親子で楽しめる企画、ガーデニング教室の開催を
行い、多くの来館者があった。
　･環境ボランティア団体（東郷池メダカの会）と連携し、近隣住民に対しても自然環境の研究、啓蒙に努めた。また、自由研究応援イ
ベントも行っている。
　･燕趙園との連携イベントも引き続き行っており、東郷池周辺に賑わいを創出するよう努めている。
 ・フェイスブックを活用し、SNSでの情報発信に努めている。

○多数の方が来園・参加するイベントの開催
　・春のメダカボランティア（4月）
　・花の見ごろ情報の提供と花の見ごろ観賞会の開催（4月～9月）
　・「花と緑のフェア」(6月）
　・東郷池健康散策ウォーキング(春5月・秋11月）
　・花ショウブの株分けと育成管理講習会(7月）
　・夏休み親子おもしろ科学教室(7月)
　・おさかな教室（7月）
　・タマノカンザシ観賞会（9月）
　・東郷池風の音コンサート（9月）
　・東郷湖羽合臨海公園秋の感謝祭（10月）
　・あやめ池ウインターイルミネーション（12月～1月）
　・フラワーアレンジメント教室（12月）
　・お正月飾りづくり教室（12月）

〇燕趙園との連携イベントを開催し、公園の魅力発信に努めた。
　・臨海公園プレゼンツ「燕趙園庭園花火」
　・秋の感謝祭㏌燕趙園

○健康スポーツ及び体力づくりの推進
　・健康スポーツ教室
　・ノルディックウォーク教室
　・ヨガ教室
　・健康ボクシング教室
　・レディーススポーツ教室
　・健康運動（シニア）教室

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

〔現在、苦慮している事項〕
　○施設の老朽化に伴う修繕箇所の増加
　○遊具の劣化による使用禁止箇所の増加
　○あやめ池公園の冠水対策
〔今後、改善、工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項〕
　○臨海公園周辺の植栽
　〇安全・安心を中心とした維持管理
　〇遊具の腐食、劣化の対応
　〇燕趙園、観光事業団各施設との連携イベントの実施
　〇鳥取県、湯梨浜町、周辺地域との連携



10 施設所管課による業務点検 [令和３年３月末時点]

評価

3

3

3

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

項　　目 点　　　検　　　結　　　果

　○施設設備の保守管理・修繕
　○施設の保安警備、清掃等
　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3

・各地に点在する数多くの施設や設備について、利用者が安全に安心して使用できるうよう、保
守管理や維持修繕を適切に行った。
・職員の巡視や開園時間外の機械警備など保安警備、清掃について適切に実施している。

　○利用の許可
　○適正管理に必要な利用者への措
　　置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3

・県立施設予約システム等を活用し、利用者目線にたった施設利用の予約手続きや対応を行っ
た。
・利用許可、利用料金の徴収、減免の実施について、管理規程に基づいて適正に実施されてい
た。

　○利用受付・案内
　○附属設備・備品の貸出し
　○利用指導・操作

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3

・適切に受付・案内、設備や備品の貸し出しを行っている。
・操作の難しい設備・備品の貸出時は、職員が利用指導・操作を実施している。

〔利用者サービス〕

4

・利用者からの要望を受け、トレーニング機器（トレッドミル２台、ロードバイク２台）をリースし、最
新式の機器を提供し利用者サービスを図っている。
・託児のできるレディーススポーツ教室や高齢者が健康づくりに参加できる健康スポーツ教室な
ど、ニーズの高い健康教室を継続実施し、利用者の満足度の向上に努めた。コロナ禍であり、定
員を半分に削減し感染対策に取り組むとともに、より多くの方に参加してもらえるよう開催回数を
週１回から２回に増やし、利用促進をはかった。
・コロナ禍で、イベントの多くは中止せざるを得なかった。
・藤津地区の盛土かさ上げや浅津地区のあじさい園をバタフライガーデンへリニューアルするな
ど、事業計画に基づき積極的な改修に取り組んだ。
・ベンチ、樹名板、イルミネーションの設置数を毎年少しずつ増やし、公園の魅力向上・利用促進
に努めている。
・規定に基づき個人情報の管理及び情報公開を適切に行っている。
・利用者アンケートを実施し、利用者の意見・要望等の聞き取りに努めた。

　○個人情報保護、情報公開
　○利用者意見の把握・対応

〔収入支出の状況〕 ・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う施設の利用停止やイベント中止による影響はあったも
のの、経費節減に努めたこと、休館により光熱水費が大幅に削減されたことにより、結果的に収
益は前年度より上回っており、適正な運営を行っている。

　○開館時間、休館日、利用料金等
　○利用者へのサービス提供・向上策

〔会計事務の状況〕

3

・内部監査等も行い、適正な会計事務が行われている。
・利用許可や減免の手続き等を定めた管理規程について、実態に即して改正を行った。

〔職員の配置〕 ・協定の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　○不適正事案や事故等の有無
　○業務報告書(月次)における内部
　　検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が
　　　定められている規程など）

　○関係法令に係る行政指導等の
　　有無等
　 ・労働関係法令（労働基準、
　　　労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令（大気、水質、
　　　振動、廃棄物等）

〔関係法令の遵守状況〕

3

・関係法令を適正に遵守し、業務を遂行した。

　 ・その他の法令
　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。
　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。

　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

総　　　　括

・広範囲に点在する施設や設備について、適切に点検し維持管理に努めている。
・利用者からの要望を受け、トレーニング機器をリースし、最新式の機器を提供し、利用者サービ
スを図っている。
・ニーズの高い健康スポーツ教室を継続実施し、利用者の満足度の向上に努めた。実施にあ
たっては、定員を半分に削減しコロナ感染対策に取り組むとともに、より多くの方に参加してもら
えるよう開催回数を週１回から２回に増やし、利用促進に努めた。
・藤津地区のあやめ池付近への盛土や、浅津地区のあじさい園のバタフライガーデンへのリ
ニューアルなど、指定管理者が事業計画で提案した独自の整備について、県と協調しながら実
施している。
・利用者が安心安全に利用できるように、新型コロナウイルス感染拡大防止対策にも適切に取り
組んだ。

〔県の施策への協力〕
3

・イベント参加者へ配布するお菓子等を障がい者就労施設へ発注予定であったが、イベントが2
件とも中止となったため発注できなかった。

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。

　○障がい者就労施設への発注

　○施設の利用促進


